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成人の救急医療地域の救急医療体制を維持するために救急医療の現状と医療機関の適正な受診について尾道市立市民病院突沖満則
2014.9.11

我が国の救急医療体制一時救急二次救急三次救急
入院治療を必要としない軽症患者に対応発熱・頭痛・腹痛・腰痛など比較的緊急性の低い症状当地域の主な対応医療機関かかりつけ医・夜間救急診療所夜間救急での処置は応急的なもので、必ず翌日かかりつけ医を受診してください。入院・手術を必要とする中等症患者に対応生命の危機には切迫していないが、入院が必要な症状当地域の主な対応医療機関尾道市立市民病院・JA尾道総合病院・みつぎ総合病院生命の危機が切迫している重篤患者に対応心停止・呼吸停止・多発外傷・ショック症状など生命の危機にかかわる症状当地域の主な対応医療機関福山市民病院・広島大学・岡山大学・川崎医大・広島県立病院

当地域の救急医療の現状 救急患者の発生数人口1 0万人あたり１日に 150～200人一次救急患者 ： 150～180人投薬や簡単な処置で入院や手術は必要のない患者 150～180人二次救急患者 ： 5～8人入院は必要だが、簡単な処置で済む患者 5～ 8 人三次救急患者 ： 1～3人今にも亡くなりそうな患者 1～ 3 人
救急搬送患者数尾道市消防局 2011年軽症 中等症 重症 重篤 死亡 その他 合計3,046 2,900 628 98 114 4 6,79044.9% 42.7% 9.2% 1.4% 1.7% 0.1% 100%

尾道市内に救急搬送した消防機関 2012年搬送数尾道市消防局 ６，４３８ ９４．８％福山地区消防組合 ８５０ ４．４％三原市消防本部 ４８０ １０．７％上島町消防本部 ４７３ ９７．５％東広島市消防局 １８ ０．２％備北地区消防組合 ４ ０．１％合計 ８，２６３
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尾道市消防局救急搬送患者数（2012年）受け入れ医療機関 受入数尾道市立市民病院 １，８５５ ４０％尾道市立夜間救急診療所 ７２０
JA尾道総合病院 ２，２５２ ３５％因島総合病院 ３６８ ６％公立みつぎ総合病院 ２８４ ４％因島医師会病院 １６０ ３％
3次救急病院 ５９ １％その他 ７５７ １１％合計 ６，４５５ １００％

心肺停止症例（2011年）受け入れ医療機関 症例数尾道市立市民病院 54
40.0%尾道市立夜間救急診療所 18

JA尾道総合病院 49 27.2%因島総合病院 40 22.2%公立みつぎ総合病院 13 7.2%瀬戸田診療所 6 3.3%合計 180 100%

尾道市立市民病院の救急医療体制

2014年3月まで勤務時間内
8：30～17：15（救急ホットライン）麻酔科医がトリアージ時間外診療（内科系・外科系）平日 17：15～20：00 +翌日 7：00～ 8：30休日 7：00～20：00尾道市立夜間救急診療所（内科系・外科系）毎日 20：00～ 翌日 7：00

2014年4月から勤務時間内
8：30～17：15（救急ホットライン）麻酔科医がトリアージ時間外診療（内科系・外科系）平日 17：15 ～翌日 8：30休日 8：30 ～翌日 8：30尾道市立夜間救急診療所（内科系・外科系）尾道市門田町に移転平日 20：00～ 23：00

尾道市立市民病院救急医療体制の課題1.内科系当直医の不足8名で365日（週9コマ）の対応平日当直1回休日当直1回休日日直1回平日待機2回これ以外に土曜・日曜の血液透析当番受け持ち患者の回診さらに当直・待機の翌日も通常勤務+ 時間外勤務2.小児科医の不足受け入れ困難
早出：7時～8時30分当直：17時15分～8時30分通常勤務：8時30分～17時15分通常勤務：8時30分～17時15分残業：17時15分～20時30分

当直の場合の 連続 37時間勤務
「人生の2/3は病院です」
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二次医療機関が救急患者を受け入れられなくなっている理由医療資源の圧倒的な不足救急医療機関に勤務する医師・看護師の絶対数の不足
2004年4月 新臨床研修制度長時間勤務による疲弊専門医教育偏重による医師の総合診療能力の低下救急医の士気の低下訴訟リスク増大による萎縮医療・受け入れ制限
2002年8月 杏林大学病院割りばし死在宅起訴事件
2006年2月 福島県立大野病院産科医逮捕事件モンスター患者の出現急患がなく、勤務時間の短い科への頭脳流出救急患者の増加高齢化による慢性疾患医療・終末期医療患者の大病院・専門医指向一次・二次救急の地盤沈下

［医師免状：第１号 赤澤駿哉 ：第２号 佐々木道逸］【内務省免許全国医師薬舗産婆一覧】明治15年6月出版科目 受験地名 免状番号 府県名 姓 名内科 京都 一 京都 赤澤駿哉
医籍番号 1980年卒 突沖 250,000

2014年卒 初期研修医 510,000

医師数の増加 < 医師業務の増加高度化複雑化専門化安全対策（訴訟対策） OECD諸国の人口あたり医師数(横軸)と受診回数(縦軸)

救急医療とは何でしょうか？二つの考え方があります時間外診療 緊急診療病院が開いていない時間帯に受診すること（軽症の場合もある） 時間帯に関係なく急激に発症した外傷や疾病で緊急の治療を要する（必ず重症である）
この二つが混同されているから混乱が起こる限られた医療スタッフで運営されており、専門医が診察できるとは限りません。 専門医による高度な医療

オレゴン・ルールアメリカオレゴン州の衛生局の玄関には、医療の三原則を示した「オレゴン・ルール」が掲示されています
「国民は３つのうち２つは自由に選択できるが、３つとも求めることは不可能である」と云うものです。医療費の高いアメリカでは当たり前ですが、日本は医療関係者の努力によって、この３つの要件をすべて満たしてきました。オレゴン・ルール３条件を全て満足している奇跡を達成している理由の一つは医療機関とその従事者の知力、労力そして労働時間を度外視した献身的努力にあります。しかしこれを美徳であると受け止める風潮は日本では完全に薄れてしまったようです。「うまい、安い、早い」
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救急医療とは、急なケガや病気をしたときに対応してくれる医療機関です。しかし、休日や夜間に救急医療を担う病院へ、症状の比較的軽い患者さんが集中し、病院に勤務する医師からは限界との声が聞こえてきています。このままでは、救急医療の崩壊を招き、本当に必要になったときに救急医療を受けることができなくなる恐れがあります。これからも大切な救急医療が続けられるためこれからも大切な救急医療が続けられるためこれからも大切な救急医療が続けられるためこれからも大切な救急医療が続けられるためにににに
『市民の皆様の命を守る救急医療体制を維持するためには、救急医療を適正に利用していただくための一人ひとりの心がけとご協力が必要です。』
救急医療の現状をご理解ください全国的に医師不足が社会問題となっていますが、当地域でも例外ではなく、地域の中核的病院における勤務医不足が深刻な問題となっています。今いる医師が一人でもいなくなると医療崩壊につながります。
救急医の数が足りず、実際の現場で救急患者を診ているのは、他の専門を持つ内科や外科の医師が時間外に救急医療も行っており、夜間当直後も翌日休み無く働かなくてはならないのが現状です。医療にとって大切な事のひとつは医師と患者・患者家族の信頼関係ですが、救急の現場では、突然患者さんはやってきて、みるみる容態が変わることもあり、家族と十分な信頼関係を得る時間もなく、治療に奔足しなければなりません。その結果が悪い場合、医療訴訟に発展する例もあります。

医者の常識は世間の非常識医療の不確実性「この手術は99.99％安全です」
1万人がそれぞれ99.99％安全 1万人のうち一人に重大な合併症「この注射は有効です」 注射をすれば良くなる注射をすれば生存期間が延びる

平成18年に3人から2人に減り、平成19年4月からは1名が病院長になり消滅の危機
↓平成26年4月 常勤4人+非常勤1人

現在在籍中の医師が立ち去らないために 尾道市立市民病院救急医療体制の模索
1.内科系当直医の不足近隣医師会からの日・当直の応援

2008年5月から 尾道市医師会 10名因島医師会 5名松永沼隈地区医師会 5名発熱外来 2009年10月29日から12月27日まで 延べ74名出務
2.小児科医の不足みつぎ総合病院からの応援

JA尾道総合病院への集約
3.尾道市立夜間救急診療所（内科系・外科系）

2014年4月1日 尾道市門田町に移転平日 20：00～ 23：00（土日祝日はJA尾道総合病院）（上記時間帯以外および二次救急は尾道市立市民病院・JA尾道総合病院・みつぎ総合病院等で地域全体の医療資源を結集して24時間・365日の救急医療を担います）
救急医療の適正受診にご協力救急医療の適正受診にご協力救急医療の適正受診にご協力救急医療の適正受診にご協力くださいくださいくださいくださいかかりつけ医をかかりつけ医をかかりつけ医をかかりつけ医を持ってください持ってください持ってください持ってくださいかかりつけ医とは、病気になったときの初期の医療や、日ごろの健康に不安を感じたときに相談できる身近な診療所の医師のことです。自宅近くの「かかりつけ医」を探しておきましょう。体の不調を感じたときは、早めに「かかりつけ医」に相談し、適切なアドバイスを受けてください。できるだけ昼間の診療時間内にできるだけ昼間の診療時間内にできるだけ昼間の診療時間内にできるだけ昼間の診療時間内に受診受診受診受診してくださいしてくださいしてくださいしてください夜間や休日の救急医療は、緊急事態に備えるためのもので、限られた医療スタッフで運営されています。本来の診療時間とは異なり、専門医が診察できるとは限りません。本当に治療を必要とする人への対応ができるようコンビニ受診は避けてください。夜間の夜間の夜間の夜間の急な病気はまず急な病気はまず急な病気はまず急な病気はまず夜間救急夜間救急夜間救急夜間救急診療所へ診療所へ診療所へ診療所へ比較的症状が軽い場合は、「尾道市立夜間救急診療所」や「休日当番医」を受診してください。診察の結果、入院や手術などの治療が必要な場合は、速やかに二次救急医療機関に紹介されます。救急車の適正利用に救急車の適正利用に救急車の適正利用に救急車の適正利用にご協力くださいご協力くださいご協力くださいご協力ください緊急性がない救急車の利用が多くなると、本当に必要な人へ速やかに救急車を出動させることができなくなります。大切な命を救うため、緊急性があり、本当に必要なときに救急車を利用しましょう。ただし、傷病者の様子や事故の状況から、急いで病院へ連れて行ったほうがよいと思ったときは、迷わず119番通報してください。

これまでは色々な医療連携の主体は病院などの供給側でしたが、現在の医療は医師と患者の共同作業です。
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ご清聴ありがとうございました
地域の救急医療を守るために地域の医療資源を結集して24時間・365日の救急医療を担い、地域の安心・安全を守ります。市民の皆様も救急医療の現状を理解していただき、今いる医師が立ち去り医療崩壊とならないようにコンビニ受診・救急車の不適切利用の削減にご協力ください。


